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【 審 査 書 】 

 

１ 申請者 

（１）申請年月日   ：令和元年１２月２５日（令和２年８月２７日付けをもって一部補正） 

（２）氏名又は名称  ：国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

（３）代表者氏名   ：理事長 平野 俊夫 

（４）工場又は事業所名：国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 那珂核融合研究所 

（５）許可番号    ：使第４１７８号 

 

２ 申請内容 

（１）放射線発生装置（プラズマ発生装置）に係る変更 

ⅰ 性能の変更 

プラズマ閉じ込め機器の超伝導化を図るため、放射線発生装置（プラズマ発生装置）

の機器構成等を変更する。また、プラズマ発生装置からの一時間当たりの最大中性子線

発生量は、３．１×１０１８個と休止前と同じとする。 

ⅱ 使用の方法の変更 

現許可において「休止中」としている使用の方法を「重水素ガスをＮＢＩ加熱装置に

より加熱して高温プラズマを発生させる。」と休止前と同じ使用の方法に変更する。 

ⅲ 使用施設の構造の変更 

放射線発生装置（プラズマ発生装置）に係る使用施設におけるダクト貫通部及び遮蔽

の一部の構造（貫通部の新設及び遮蔽構造）を変更する。 

ⅳ 管理区域の変更 

プラズマ発生装置の休止に伴い、現許可において管理区域から除外した区域を再び管

理区域として設定する。また、ダクト貫通部の一部の構造の変更に伴い、ＪＴ－６０実

験棟能動粒子線電源室の一部を新たに管理区域に設定する。 

（２）密封されていない放射性同位元素の使用及び保管に係る変更 

密封されていない放射性同位元素について、核種及び数量を追加する。 

（３）密封された放射性同位元素の使用に係る変更 

密封された放射性同位元素について、使用の場所及び方法を変更する。 

（４）その他 

申請書における記載の適正化を行う。 

 

本件は、申請者が放射線発生装置（プラズマ発生装置）の性能、使用の方法及び使用施設

の変更、密封されていない放射性同位元素の種類及び数量の変更並びに密封された放射性同

位元素の使用の場所及び方法の変更（法第３条第２項第２号から第６号までに係る事項の変

更）を行おうとするものであり、法第１０条第２項に基づく変更許可を要する。なお、上記

申請内容のうちの（１）ⅲに係る変更については、法第１２条の８第１項の規定に基づく施

設検査の受検対象となる。 

 

 

資料２ 
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３ 適用法令 

（１）法第１０条（使用施設等の変更） 

（1-1）令第８条（許可使用に係る変更の許可の申請） 

（1-2）則第９条（許可使用に係る変更の許可の申請） 

（２）法第６条（使用の許可の基準） 

（2-1）則第１４条の７（使用施設の基準） 

（2-2）則第１４条の９（貯蔵施設の基準） 

（2-3）則第１４条の１１（廃棄施設の基準） 

（2-4）告第４条（管理区域に係る線量等） 

（2-5）告第７条（空気中濃度限度） 

（2-6）告第１０条（遮蔽物に係る線量限度） 

（2-7）告第１４条（排気又は排水に係る放射性同位元素の濃度限度等） 

（2-8）告第１４条の２（排気設備を設けることを要しない放射線発生装置から発生した放射線

により生じた放射線を放出する同位元素の濃度限度） 

（2-9）告第２５条（線量並びに空気中及び水中の濃度の複合） 

【凡例】 

法：放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和 32年 6月 10日法律第 167号） 

令：放射性同位元素等の規制に関する法律施行令（昭和 35年 9月 30日政令第 259号） 

則：放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則（昭和 35 年 9 月 30 日総理府令第 56 号） 

告：放射線を放出する同位元素の数量等を定める件（平成 12年 10月 23日科学技術庁告示第

5号） 

 

４ 審査内容 

 以下に審査内容を示す。なお、「放射性同位元素」の定義は、法第２条第２項及び令第１条にお

いて、原子力規制委員会が定める数量及び濃度を超えるものと規定されているが、則第１条第１

号は、同規則の特定の条項では「放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出

する同位元素を含む」と定めている※。本審査書では、プラズマ発生装置から発生した放射線によ

り生じた放射線を放出する同位元素を含めて「放射性同位元素」と記述しており、「放射性同位元

素」という用語のそれぞれの箇所における表記は「～を含む」及び「～を含まない」について特

段の区別を示していないが、その文意により適宜に読み替えるものとする。 

＜放射線発生装置＞ 

本申請に係る放射線発生装置のうち、プラズマ発生装置は、令第２条第８号に掲げる「そ

の他荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で、放射線障害の防止のため必

要と認めて原子力規制委員会が指定するもの」のうち、「荷電粒子を加速することにより放射

                             
※ 則第１条第１号は、「放射性同位元素」について、同条第１号、第４号、第１２号及び第１３号、第１４条の８において

準用する第１４条の７第１項第４号及び第５号、第１４条の１０において準用する第１４条の９第４号ハ、第１４条の１

１、第１５条第１項第４号及び第１０号、第１７条第１項第７号及び第２項、第１８条第１項第１号イ及び第３号、第１

８条の３第２項、第１８条の４第８号、第１８条の５、第１８条の６、第１８条の１１第１号イ及び第２号ロ、第１９条

第１項（第１３号ニ及び第１６号を除く。）、第３項及び第５項第２号、第２０条（第１項第４号ロ及びハを除く。）、

第２１条第１項第６号、第２２条第１項第３号、第２２条の３第１項、第２４条第１項第１号ツ、第４号イ及び第５号、

第２６条第１項第３号及び第７号ニ並びに第２項第２号、第２９条第１項第４号、第２９条の４第１号、第２９条の７並

びに第３９条第１項においては、「放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素を含む」

ものと定義している。 
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線を発生させる装置として指定する件」（平成元年４月：科学技術庁告示第４号）において指

定する、「プラズマ発生装置（重水素とトリチウムとの核反応における臨界プラズマ条件を達

成する能力をもつ装置であって、専ら重水素と重水素との核反応を行うものに限る。）」に該

当するものである。本申請に係るプラズマ発生装置は、プラズマを保持する本体として円環

（ドーナツ）型の容器、磁場コイル、冷凍機及び架台等一式と高速中性粒子ビームを入射し、

本体内のプラズマを加熱するための中性粒子入射加熱装置（以下「ＮＢＩ加熱装置」という。）

５台（１０ユニット）から構成される。プラズマ発生装置の性能は、同装置の使用により生

成するプラズマ（一回）からの最大の中性子線発生量を１．５×１０１７個、年間のプラズマ

生成数を２００回と見積もった上で、年間の中性子線発生量（最大）として３．０×１０１９

個の能力を有するものとしている。本申請における放射線発生装置（プラズマ発生装置）の

年間の中性子線発生量（最大）は既許可におけるものと同じであるが、プラズマ閉じ込め機

器の超伝導化を図るため、プラズマ発生装置の機器構成等を変更するとしている。これによ

り、プラズマ電流（最大）（７→５．５ＭＡ）や、ＮＢＩ加熱装置ユニット数（１６→１０）

などが変更になるとしている。また、本申請におけるプラズマ発生装置に係る使用施設の変

更については、ダクト貫通部及び遮蔽の一部の構造変更並びに管理区域の一部変更（追加設

定）であるとしている。以上のことから、審査において、使用に係る変更については「①使

用施設の遮蔽」、「②自動表示装置」、「③インターロック」、「④放射化物保管設備」、「⑤管理

区域境界に設ける柵等」及び「⑥標識」、廃棄に係る変更については「①廃棄施設の遮蔽」、

「②排気設備」、「③排水設備」及び「④保管廃棄設備」を確認するとともに、それ以外の事

項について既許可において確認した内容に変更がないことを確認した。 

なお、本申請に係る放射線発生装置のうち、コッククロフト・ワルトン型加速装置に係る

変更については、許可申請書の性能における記載の適正化を図るためのものであり、既許可

において確認した内容に実質的な変更がないことを確認した。 

＜密封されていない放射性同位元素＞ 

申請者は、プラズマ発生装置に係る放射化物のうち、分析研究の対象物として取り出した

プラズマ発生装置の本体の内部壁を構成するタイル及びその取付け台座等の取扱いを密封さ

れていない放射性同位元素の使用と整理した上で、当該使用に係る許可を取得しており、本

申請に係るプラズマ発生装置の変更に伴う内部壁材料の変更に対応して、核種及び数量を追

加する変更を行うとしている。具体的には、既許可の８Ｃｒ２Ｗ鋼タイル、炭素タイル、Ｗ

膜タイル、ステンレス鋼台座-１及びインコネル６２５試験片の放射化物に、炭素タイル-２、

銅合金台座及びステンレス鋼台座-２の放射化物を追加することとし、既許可の核種に３２Ｐ、

４９Ｖ、９２ｍＮｂ及び９９ｍＴｃを追加するとともに、分析研究の対象物であるタイル等の取扱

枚数に基づき必要な使用、保管及び廃棄に係る取扱数量を設定したとしている。なお、密封

されていない放射性同位元素の取扱いに係る変更に際し、貯蔵施設（貯蔵室）に備える容器

及び廃棄施設（保管廃棄設備）に備える容器を変更すること以外に、密封されていない放射

性同位元素の取扱いに係る既設の使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の変更はないとしている。 

以上のことから、審査において、使用に係る変更については「①使用施設の遮蔽」、保管に

係る変更については「①貯蔵施設の遮蔽」、「②容器」及び「③標識」、廃棄に係る変更につい

ては、「①廃棄施設の遮蔽」、「②排気設備」、「③排水設備」、「④保管廃棄設備」及び「⑤標識」

を確認するとともに、それ以外の事項について既許可において確認した内容に変更がないこ
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とを確認した。 

＜密封された放射性同位元素＞ 

申請者は、密封された２５２Ｃｆ（２４０ＭＢｑ：１個）を中性子線モニタの校正用線源とし

て使用するため、密封された放射性同位元素の使用に係る許可を取得しており、本申請にお

いてその使用の場所（１カ所追加）及び使用の方法（使用の場所の追加に伴う使用時間の追

加）の変更を行うとしている。なお、密封された放射性同位元素の取扱いに係る変更に伴う

密封された放射性同位元素の取扱いに係る既設の貯蔵施設の変更はないとしている。 

以上のことから、審査において、使用に係る変更については「①使用施設の遮蔽」を確認

するとともに、それ以外の事項について既許可において確認した内容に変更がないことを確

認した。 

 

（１）本申請に係る使用施設の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合すること（法第６条

第１号） 

 

①使用施設の遮蔽 

則第１４条の７第１項第３号は、使用施設には、原子力規制委員会が定める線量限度以下

とするために必要な遮蔽壁その他の遮蔽物を設けることを要求している。 

上記について、本申請は放射線発生装置（プラズマ発生装置）、密封されていない放射性同

位元素及び密封された放射性同位元素に係るそれぞれの使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設と

の関係を合わせて確認する必要があることから、審査結果は、まとめて（４）に示す。 

 

②自動表示装置 

則第１４条の７第１項第６号は、放射線発生装置の使用をする室の出入口で人が通常出入

りするものには、放射線発生装置の使用をする場合にその旨を自動的に表示する装置を設け

ることを要求している。 

申請者は、申請内容（１）ⅱの変更に伴い、本申請に係るプラズマ発生装置の使用をする

場合には、その旨を自動的に表示する装置として運転表示盤（文字による表示：１４カ所）

及び運転表示灯（点滅による表示：屋内１６カ所、屋外５カ所）を設置するとしている。 

原子力規制庁は、申請者が示した書面及び図面より、申請者は、プラズマ発生装置を用い

て高温プラズマを生成する運転とＮＢＩ加熱装置の調整を行うため同装置のみを稼働させる

運転をプラズマ発生装置の使用と整理した上で（両者ともその運転により中性子線が発生す

る）、これらの運転をする場合に、連動して自動的に「プラズマ放電中」及び「実験中」を運

転表示盤に表示し、かつ、運転表示灯の灯火を点滅する機能を有する装置を設置することを

確認した。また、当該自動表示装置は、プラズマ発生装置の使用をする室の通常人が出入り

する出入口（ＪＴ－６０実験棟１階組立室及び同棟３階組立室の出入口付近の２カ所）に設

置されることから、本号の基準に適合していることを確認した（その他の表示装置について

は、申請者が自主的に設置）。 

 

③インターロック 

則第１４条の７第１項第７号は、放射線発生装置の使用をする室の出入口で人が通常出入
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りするものには、放射線発生装置の使用をする場合にその室に人がみだりに入ることを防止

するインターロックを設けることを要求している。 

申請者は、申請内容（１）ⅱの変更に伴い、本申請に係るプラズマ発生装置に、扉が閉止

しなければ運転を開始することができず、かつ、運転中に扉が開放されると直ちに運転を停

止させるインターロック（以下、「本設インターロック」という。）を７カ所に設置するとし

ている。また、申請者が自主的に設置しているその他のインターロック（以下、「自主インタ

ーロック」という。）については、プラズマ発生装置の使用時において外部被ばく線量が１ｍ

Ｓｖ/週を超えるおそれのある室に人がみだりに立ち入ることを防止するために該当する室

の出入口の扉に設置するものであるとしている。 

原子力規制庁は、申請者が示した書面及び図面により、本設インターロックが、上記②自

動表示装置で確認した申請者の整理したプラズマ発生装置の使用の定義を踏まえ、プラズマ

発生装置の使用をする室の出入口で人が通常出入りするもの（ＪＴ－６０実験棟１階組立室

及び同棟３階組立室の出入口付近の２カ所）の扉に連動すること、当該出入口の扉の全てが

閉止しなければプラズマ発生装置の運転を開始することができず、運転中にいずれかの扉が

開放されると直ちに運転を停止させる機能を有するものであることを確認した。また、自主

インターロックは本設のインターロックと一体的に運用がなされるが、その信号はインター

ロックの論理判定部分に対し、いずれも運転開始については直列（AND）、運転停止について

は並列（OR）に入力されるものであることから、本設のインターロックの機能を阻害し又は

悪影響を及ぼすものではないことを確認した。 

以上から、設置されるインターロックは、プラズマ発生装置の使用をする場合にその室に

人がみだりに立ち入ることを防止するものであり、本号の基準に適合していることを確認し

た。 

 

④放射化物保管設備 

則第１４条の７第１項第７号の２は、放射化物であって放射線発生装置を構成する機器又

は遮蔽体として用いるものとして保管する場合、同号の定めるところにより放射化物保管設

備を設けることを要求している。 

申請者は、申請内容（１）ⅰ及びⅱの変更に伴い、プラズマ発生装置本体部品、ＮＢＩ加

熱装置部品、装置周辺構造物等の再使用する大型の機器類について、既許可においてＪＴ－

６０実験棟イオン源室、同棟計測準備室、ＪＴ－６０機器収納棟収納室（Ⅰ）、同棟収納室（Ⅱ）、

ＪＴ－６０加熱電源棟ＮＢＩ電源室（Ⅰ）、真空容器組立棟及び保管用地（Ⅰ）に設けた放射

化物保管設備に保管するとしているが、これら放射化物保管設備に変更はないとしている。 

原子力規制庁は、申請者が示した書面及び図面により、放射化物保管設備は既許可におい

て確認した内容と変更がないことを確認した。また、放射化物保管設備に保管する放射化物

のうち、則第１４条の７第１項第７号の２ハのただし書の規定に基づき、放射化物が大型機

械等であって、これを容器に入れることが著しく困難なものについては汚染の広がりを防止

するための特別の措置を講じて保管するとしていること、当該放射化物の表面に汚染がない

ことを放射化物保管設備に搬入する前に確認したもののみ当該設備に保管するほか、一連の

確認及び措置を放射線障害予防規程に規定し、実施及び管理するとしていることから、本号

の基準に適合していることを確認した。 
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⑤管理区域境界に設ける柵等 

則第１４条の７第１項第８号は、使用施設の管理区域の境界には、柵その他人がみだりに

立ち入らないようにするための施設を設けることを要求している。 

申請者は、申請内容（１）ⅳの変更に伴い、ＪＴ－６０実験棟ＲＦ増幅室Ⅰ、同棟能動粒

子線電源室（一部）、ＪＴ－６０地下ダクト地下ダクトⅠ、同Ⅶ及び同XIを管理区域に設定し、

ＪＴ－６０実験棟ＲＦ増幅室Ⅰ及び同棟能動粒子線電源室に係る管理区域の境界は、各室に

係る既設の建屋壁、扉及びフェンスとし、また、ＪＴ－６０地下ダクト地下ダクトⅠ、同Ⅶ

及び同XIに係る管理区域の境界は、各室に係る既設の地下トレンチの隔壁及び扉としている。 

原子力規制庁は、申請者が示した書面及び図面により、本申請において新たに設定する管

理区域及び既存の管理区域の境界は、建屋壁、隔壁、扉及びフェンスにより区画され、人が

みだりに立ち入らないようにするための施設が設けられていることから、本号の基準に適合

していることを確認した。 

 

⑥標識 

則第１４条の７第１項第９号は、使用施設について、則別表第１に定めるところにより、

標識を付することを要求している。 

申請者は、申請内容（１）ⅳの変更に伴い、管理区域の境界に設ける柵その他の人がみだ

りに立ち入らないようにするための施設の出入口又はその付近に付するべき標識を以下のと

おり設置するとしている。 

・ＪＴ－６０実験棟ＲＦ増幅室Ⅰの管理区域の出入口となる箇所（１カ所）に標識を付し、

管理区域の出入口とはならなくなる箇所（２カ所）の標識を撤去する。 

・ＪＴ－６０実験棟能動粒子線電源室の管理区域の出入口となる箇所（１カ所）に標識を

付する。 

・ＪＴ－６０地下ダクト地下ダクトⅠ、同Ⅶ及び同 XIの管理区域の出入口となる箇所（５

カ所）に標識を付し、管理区域の出入口とはならなくなる箇所（２カ所）の標識を撤去

する。 

また、申請内容（３）の変更に伴い、密封された放射性同位元素の使用をする室の出入口

又はその付近に付すべき標識を以下のとおり設置するとしている。 

・ＪＴ－６０実験棟組立室の出入口（５カ所）に標識を付する。 

原子力規制庁は、申請者が示した書面及び図面により、本申請に係る使用施設について付

すべき標識を不足なく設置するものであり、本号の基準に適合していることを確認した。 

 

（２）本申請に係る貯蔵施設の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合すること（法第６条

第２号）の確認結果 

 

①貯蔵施設の遮蔽 

則第１４条の９第３号は、貯蔵施設には、原子力規制委員会が定める線量限度以下とする

ために必要な遮蔽壁その他の遮蔽物を設けることを要求している。 

上記について、（１）「①使用施設の遮蔽」に記したとおり、他の施設との関係を合わせて
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確認する必要があることから、審査結果は、まとめて（４）に示す。 

 

②容器 

則第１４条の９第４号ハは、貯蔵施設には、液体状又は固体状の放射性同位元素を入れる

容器で、亀裂、破損等の事故を生ずるおそれのあるものには、受皿、吸収材その他放射性同

位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具を設けることを要求している。 

申請者は、申請内容（２）に係る密封されていない放射性同位元素を入れる容器として、

貯蔵室（ＪＴ－６０実験棟第一壁保管室）に備える鋼製ドラム缶（容器の種類及びその構造

は既許可のものと変更なし）について、申請内容（２）の変更に伴い追加する量（貯蔵能力

の増加）に対応するため、既許可の３５個から６０個に変更（増加）するとしている。 

原子力規制庁は、申請者が示した書面により、申請者が密封されていない放射性同位元素

として保管するものは、申請内容（２）の変更に伴い追加しようとするものを含め、いずれ

もプラズマ発生装置の本体内部を構成するタイル等の部材（固体状のもの）であるところ、

貯蔵室（ＪＴ－６０実験棟第一壁保管室）に備える容器は鋼製ドラム缶であり、亀裂、破損

等の事故の生ずるおそれはなく、既許可において確認した状況等に変更はないことから、引

き続き本号の基準は適用外であることを確認した。 

 

③標識 

則第１４条の９第７号は、貯蔵施設には、則別表第１に定めるところにより、標識を付す

ることを要求している。 

申請者は、申請内容（２）に係る変更に伴い貯蔵室（ＪＴ－６０実験棟第一壁保管室）に

追加して備える鋼製ドラム缶の表面に、所定の標識を付するとしている。 

原子力規制庁は、申請者が示した書面により、申請内容（２）に係る変更に伴い貯蔵室（Ｊ

Ｔ－６０実験棟第一壁保管室）に追加して備える貯蔵容器に付する標識について、既許可に

おいて確認した内容と変更はないことから、本号に係る基準適合性に変更がないことを確認

した。 

 

（３）本申請に係る廃棄施設の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合すること（法第６条

第３号）の確認結果 

 

①廃棄施設の遮蔽 

則第１４条の１１第３号は、廃棄施設には、原子力規制委員会が定める線量限度以下とす

るために必要な遮蔽壁その他の遮蔽物を設けることを要求している。 

上記について、（１）「①使用施設の遮蔽」に記したとおり、他の施設との関係を合わせて

確認する必要があることから、審査結果は、まとめて（４）に示す。 

 

②排気設備 

則第１４条の１１第１項第４号は、密封されていない放射性同位元素又は放射線発生装置

の使用をする場合には、同号の定めるところにより、排気設備を設けることを要求している。 

申請者は、申請内容（１）及び（２）による変更に伴う既設の排気設備に変更はないが、当
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該変更後の状況においても、排気設備は、以下のとおり空気中及び排気口における排気中の

放射性同位元素の濃度を原子力規制員会が定める濃度限度以下とする能力を有するとしてい

る。 

 

＜放射線発生装置（プラズマ発生装置）＞ 

プラズマ発生装置から発生した放射線により生じた気体状の放射線を放出する同位元素の

濃度の評価は、重水素核融合 Ｄ（ｄ、ｐ）Ｔ により生成されるトリチウム並びに中性子線

と本体室及び組立室内の空気との核反応により生成されるもののうち、半減期が１分以上の

核種である４１Ａｒ及び１３Ｎを対象に設定して実施し、３月間生成量を３月間の総排気量によ

り除して、排気口における排気中の濃度を求める。得られた濃度の濃度限度に対する比は、

トリチウム ３．１１×１０－２、４１Ａｒ ３．８９×１０－１、１３Ｎ ４．２８×１０－２、

三者の合計が４．６３×１０－１であり、排気中の放射線を放出する同位元素の濃度は濃度限

度を下回る。 

 

＜密封されていない放射性同位元素＞ 

作業室内の人が常時立ち入る場所の空気中の放射性同位元素の濃度に係る評価は、密封さ

れていない放射性同位元素の作業室の全て（ＪＴ－６０実験棟工作室Ⅰ、ＪＴ－６０廃棄物

保管棟分析室Ⅰ及び分析室Ⅱ）について実施し、各作業室における核種ごとの１日最大使用

数量に、飛散率（３Ｈ：１、その他：０．０１）及び１週間当たりの使用日数（５日）を乗じ、

その数量を各作業室の１週間の総排気量により除して核種ごとの濃度を求める。得られた濃

度は、核種ごとの空気中の放射性同位元素の濃度限度に対する比を合計した結果が各室いず

れも１×１０－４のオーダーであり、濃度限度を下回る。 

排気口における排気中の放射性同位元素の濃度の評価は、ＪＴ－６０実験棟及びＪＴ－６

０廃棄物保管棟の排気系統が独立していることから各々の排気系統の排気口について実施す

る。各排気系統に接続された作業室（ＪＴ－６０実験棟排気系統：工作室Ⅰ、ＪＴ－６０廃

棄物保管棟排気系統：分析室Ⅰ及び分析室Ⅱ）における核種ごとの３月間使用数量に、飛散

率（３Ｈ：１、その他：０．０１）及びフィルタ透過率（３Ｈ：１、その他：０．０１）を乗

じた値を３月間の総排気量により除すことにより核種ごとの排気口における排気中の放射性

同位元素の濃度を求める。得られた濃度は、核種ごとの濃度の濃度限度に対する比を求め合

計した結果がいずれの排気口についても１×１０－４から１×１０－３のオーダーであり、濃度

限度を下回る。 

 

原子力規制庁は、本申請に係る廃棄施設（排気設備）が密封されていない放射性同位元素

の取扱い及び放射線発生装置（プラズマ発生装置）の使用に伴う空気中及び排気口における

排気中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有す

ること及び排気設備の構造等について、以下のとおり確認した。 

 

＜放射線発生装置（プラズマ発生装置）＞ 

原子力規制庁は、申請者が示した書面及び図面により、プラズマ発生装置から発生した放

射線により生じた放射線を放出する同位元素の濃度の評価について、評価の対象とする気体
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状の核種を適切に設定していること、核種ごとの３月間生成量、３月間の総排気量の各条件

を適切に設定していること、その結果として算出された濃度の濃度限度に対する比の合計は

１×１０－１のオーダーであり、濃度限度を下回っていることを確認した。 

 

＜密封されていない放射性同位元素＞ 

原子力規制庁は、申請者が示した書面及び図面により、密封されていない放射性同位元素

の使用をする作業室内の人が常時立ち入る場所の空気中の放射性同位元素の濃度に係る評価

について、密封されていない放射性同位元素の使用をする場所の全てについて実施している

こと、評価に用いる作業室ごとの核種ごとの１日最大使用数量、飛散率、１週間当たりの使

用日数及び各作業室の１週間の総排気量の各条件を適切に設定していること、その結果とし

て算出された核種ごとの濃度限度に対する比の和が、各室ともいずれも１×１０－４のオーダ

ーであり、濃度限度を下回っていることを確認した。 

また、排気口における排気中の放射性同位元素の濃度に係る評価について、密封されてい

ない放射性同位元素を浄化して排気する系統の全てについて評価していること、評価に用い

る排気系統の作業室における核種ごとの３月間使用数量、飛散率、フィルタ透過率及び３月

間の総排気量の各条件を適切に設定していること、その結果として算出された核種ごとの濃

度限度に対する比の和は、いずれの排気口においても１×１０－４から１×１０－３のオーダー

であり、濃度限度を下回っていることを確認した。 

 

＜密封されていない放射性同位元素の使用と放射線発生装置（プラズマ発生装置）の使用＞ 

上記の確認結果より、放射線発生装置（プラズマ発生装置）の使用と密封されていない放

射性同位元素の使用の両者を複合して評価した場合においても、排気口における排気中の放

射性同位元素の、核種ごとの濃度の濃度限度に対する比の和は１×１０－１のオーダーであり、

濃度限度を下回っていることを確認した。なお、プラズマ発生装置の使用を行う際は、密封

されていない放射性同位元素を取り扱う作業室のうち、工作室Ⅰ及び密封されていない放射

性同位元素の保管場所である貯蔵室（第一壁保管室）に通じる出入口は、インターロックに

より閉鎖し両室に立ち入り放射性同位元素を取り扱うことはできない措置が取られるが、評

価においてそれぞれの評価結果を単純に合計し、上記の評価値としていることを確認した。 

 

＜排気設備の構造等＞ 

排気設備は、既設のものから変更はないが、申請内容（１）及び（２）による変更後におけ

る密封されていない放射性同位元素に係る取扱いの状況及びプラズマ発生装置から発生した

放射線により生じた放射線を放出する同位元素の発生の状況等から、当該排気設備の構造等

の基準への適合性（排気口以外から気体が漏れにくい構造とし、腐食しにくい材料を用いる

こと（本号ニ）、排気設備に故障が生じた場合において放射性同位元素によって汚染された空

気の広がりを急速に防止することができる装置を設けること（本号ホ））に影響を及ぼすよう

な変更が認められないことを確認した。 

 

＜まとめ＞ 

原子力規制庁は、申請者の示した計算、評価の条件は適切なものであり、算出された放射
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性同位元素の濃度が告第７条及び第１４条第１号に規定する濃度を超えないことから、本申

請に係る廃棄施設（排気設備）は気体状の放射性同位元素の濃度を原子力規制員会が定める

濃度限度以下とする能力を有していることを確認した。また、排気設備の構造等の基準への

適合性に影響を及ぼすような変更が認められないことから、本号の基準に適合していること

を確認した。 

 

③排水設備 

則第１４条の１１第１項第５号は、液体状の放射性同位元素等を浄化し、又は排水する場

合には、同号の定めるところにより、排水設備を設けることを要求している。 

申請者は、申請内容（１）及び（２）による変更に伴う既設の排水設備について変更はな

いが、当該変更後の状況においても、排水設備は、以下のとおり排水口における排液中の放

射性同位元素の濃度を原子力規制員会が定める濃度限度以下とする能力を有するとしている。 

 

＜放射線発生装置（プラズマ発生装置）＞ 

プラズマ発生装置からの排水については、同発生装置の一次冷却水（２３０ｍ３）に含まれ

るプラズマ発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素を評価の対

象とし、この冷却水を常時排水することはないことから、年に一回、点検等のため排水する

として評価する。評価においては、中性子線と冷却水との核反応により生成されるもののう

ち、半減期が１分以上の核種であるトリチウム及び１４Ｃを対象とする。年間の生成量から評

価した排水口における排液中の濃度の濃度限度に対する比は、トリチウム １．０３×１０

－５、１４Ｃ １．９９×１０－５、両者の比の合計が３．０２×１０－５であり、濃度限度を下回

る。 

 

＜密封されていない放射性同位元素＞ 

密封されていない放射性同位元素の使用をする作業室（ＪＴ－６０実験棟工作室Ⅰ、ＪＴ

－６０廃棄物保管棟分析室Ⅰ及び分析室Ⅱ）からの排水は、廃水貯槽（１０ｍ３×２基）に送

られる施設構成となっている。このため、核種ごとの各作業室における１日最大使用数量に、

混入率（０．０１）、排液浄化装置による除去率（トリチウム以外：０．９、トリチウム：０）

及び廃水貯槽における貯留日数（廃水貯槽の容量を1日当たりの排水発生量で除したもの）を

乗じ、廃水貯槽の容量で除すことにより排液中における濃度を評価している。その結果、核

種ごとの濃度の濃度限度に対する比の和は、３．３２×１０－３であり、廃水貯槽に貯留され

る排液の放射性同位元素の濃度は、希釈操作等特段の処理を要することなく濃度限度を下回

る。 

 

原子力規制庁は、本申請に係る廃棄施設（排水設備）が放射線発生装置（プラズマ発生装

置）の使用及び密封されていない放射性同位元素の取扱いに伴う排水口における排液中の放

射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること及び

排水設備の構造等について、以下のとおり確認した。 
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＜放射線発生装置（プラズマ発生装置）＞ 

原子力規制庁は、申請者が示した書面及び図面により、プラズマ発生装置から発生した放

射線により生じた放射線を放出する同位元素のうち液体状のものの評価について、プラズマ

発生装置の一次冷却水に含まれるものを評価の対象として適切に設定していること、その結

果として算出された一次冷却水中の放射線を放出する同位元素の濃度の濃度限度に対する比

の和は１×１０－５のオーダーであり、濃度限度を下回っていることを確認した。 

 

＜密封されていない放射性同位元素＞ 

原子力規制庁は、申請者が示した書面及び図面により、密封されていない放射性同位元素

の使用による排液中の放射性同位元素の濃度に係る評価について、排水設備の施設構成を考

慮して実施していること、評価に用いる各室における核種ごとの１日最大使用数量、混入率、

排液浄化装置による除去率、廃水貯槽における貯留日数及び廃水貯槽の容量の各条件を適切

に設定していること、その結果として算出された核種ごとの廃水貯槽に貯留される排液中の

放射性同位元素の濃度の濃度限度に対する比の和は１×１０－３のオーダーであり、希釈操作

等特段の処理を実施しなくても濃度限度を下回っていることを確認した。 

 

＜排水設備の構造等＞ 

排水設備は、既設のものから変更はないが、申請内容（１）及び（２）による変更後におけ

る密封されていない放射性同位元素に係る取扱いの状況及びプラズマ発生装置から発生した

放射線により生じた放射線を放出する同位元素の発生の状況等から、当該排水設備の構造等

の基準への適合性（排液が漏れにくい構造とし、排液が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい

材料を用いていること（本号ロ））に影響を及ぼすような変更が認められないことを確認した。 

 

＜まとめ＞ 

原子力規制庁は、申請者の示した計算、評価の条件は適切なものであり、プラズマ発生装

置の使用により発生が想定される放射線を放出する同位元素のうち液体状のものの濃度は、

排水口における排液中の放射性同位元素の濃度限度を下回るものであること、本申請に係る

廃棄施設（排水設備）は排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を原子力規制員会が

定める濃度限度以下とする能力を有していることを確認した。また、排水設備の構造等の基

準への適合性に影響を及ぼすような変更が認められないことから、本号の基準に適合してい

ることを確認した。 

 

④保管廃棄設備 

則第１４条の１１第１項第８号は、放射性同位元素又は放射性汚染物を保管廃棄する場合

には、同号の定めるところにより保管廃棄設備を設けることを要求している。 

申請者は、既許可においてコンクリート壁及び鉄製扉により区画したＪＴ－６０実験棟工

作室Ⅰ内廃棄物一時保管場所、簡易間仕切りにより区画したＪＴ－６０実験棟組立室内廃棄

物一時保管場所、コンクリート壁及び鉄製扉により区画したＪＴ－６０廃棄物保管棟廃棄物

保管室並びにコンクリート壁及び鉄製扉により区画したＪＴ－６０廃棄物保管棟内廃棄物一

時保管場所を保管廃棄設備として設けるとしており、申請内容（１）ⅱの変更に伴い、保管
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廃棄設備に備える容器の個数を８７０本から１１２０本（２００Ｌドラム缶相当。フィルタ

を除く。）に変更（増加）する以外に変更はないとしている。 

原子力規制庁は、申請者が示した書面及び図面により、申請内容（１）ⅱの変更に伴い保

管廃棄設備（ＪＴ－６０廃棄物保管棟廃棄物保管室）に備える容器の個数を変更（追設）す

る以外に既許可において確認した内容から変更がなく、保管廃棄設備は、変更後における個

数の容器を保管廃棄するために必要な区画を有しているものと認められることを確認した。

また、保管廃棄設備に保管廃棄する放射性汚染物のうち、則第１４条の１１第１項第８号ハ

のただし書の規定に基づき、放射性汚染物が大型機械等であってこれを容器に入れることが

著しく困難なものについては、（１）「④放射化物保管設備」で確認した放射化物に係る措置

と同様に、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講じて保管するとしていることを確

認したことから、本号の基準に適合していることを確認した。 

 

⑤標識 

則第１４条の１１第１項第１０号は、廃棄施設には、則別表第１に定めるところにより、

標識を付することを要求している。 

申請者は、申請内容（１）ⅱの変更に伴い保管廃棄設備に追加して備える保管廃棄容器を

含め、それらの容器表面に所定の標識を付するとしている。 

原子力規制庁は、申請者が示した書面により、申請内容（１）ⅱの変更に伴い保管廃棄設

備に追加して備える保管廃棄容器に付する標識について、既許可において確認した内容から

変更はないことから、本号に係る基準適合性に変更がないことを確認した。 

 

（４）申請内容（１）、（２）及び（３）の変更に係る使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の遮蔽に

ついて 

則第１４条の７第１項第３号、則第１４条の９第３号及び則第１４条の１１第３号は、そ

れぞれ使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設には、原子力規制委員会が定める線量限度以下とす

るために必要な遮蔽壁その他の遮蔽物を設けることを要求している。 

申請者は、申請内容（１）の変更に伴う放射線発生装置（プラズマ発生装置）の使用施設

及び廃棄施設に係る遮蔽、（２）の変更に伴う密封されていない放射性同位元素の使用施設、

貯蔵施設及び廃棄施設に係る遮蔽、申請内容（３）の変更に伴う密封された放射性同位元素

の使用施設及び貯蔵施設に係る遮蔽並びにそれらの遮蔽による線量の評価について、それぞ

れ以下のとおりとしている。 

 

①使用施設に係る評価 

ⅰ）放射線発生装置（プラズマ発生装置） 

申請内容（１）ⅰ及びⅱの変更後のプラズマ発生装置の諸元並びに申請内容（１）ⅲの変

更後の使用施設の構造に基づき、プラズマ発生装置の使用をする使用施設の人が常時立ち入

る場所（人が常時立ち入る場所として、ＪＴ－６０実験棟本体室又は組立室に係る遮蔽物を

透過する放射線による影響が大きいと考えられる場所２カ所（１階汚染検査室内１カ所、４

階ＲＦ増幅室Ⅱ内１カ所）、同遮蔽物に設けられたケーブルダクト等の床面開口部又は壁面貫

通部を通じて漏洩する放射線による影響が大きいと考えられる場所１２カ所（４階設備機械
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室Ⅶ内貫通部の前面２カ所、４階ＲＦ増幅室内貫通部の前面３カ所、地階廊下及び地階ＲＶ

室Ⅰ内の貫通部の前面５カ所、地階ヘリウム液化機室Ⅰ及び地階設備機械室Ⅲの出入口扉の

前面２カ所）の合計１４カ所を設定する。なお、プラズマ発生装置の使用をする際には、本

体室及び組立室は立入禁止とするため、両室への人の立入りはないことから人が常時立ち入

る場所として設定しない。）及び事業所境界（事業所境界として、ＪＴ－６０実験棟から近接

の事業所境界４カ所（南２０５ｍ地点、東４００ｍ地点、北（北西方向）３５０ｍ地点、西２

８０ｍ地点）を設定する。）の線量について評価を実施した。 

また、本申請においてプラズマ発生装置に係る放射化物を保管する既設の放射化物保管設

備に変更はないが、その遮蔽評価において、保管する放射化物の内容等を見直した上で再評

価を実施した。 

プラズマ発生装置の使用による線量評価に当たっては、放射線源及び評価の方法について

以下のとおりとした。 

放射線源は、プラズマ発生装置の本体及びＮＢＩ加熱装置から発生する中性子線とする。 

このうち、プラズマ発生装置の本体の中性子線源については、円環（ドーナツ）型真空容

器内で生成される重水素プラズマとし、その体積状線源から中性子線が等方的に放出され、

生成するプラズマ（一回）からの最大の中性子線発生量を１．５×１０１７個、年間のプラズ

マ生成回数を２００回と見積もった上で、年間の中性子線発生量（最大）を３．０×１０１９

個、３月間の中性子線発生量を年間の中性子線発生量の２/３、１週間の中性子線発生量を期

間集中の効果を考慮して年間の中性子線発生量の１/１０とする。ＮＢＩ加熱装置の中性子線

源については、各加熱装置のビームダンプの位置における点状線源とし、その中性子線発生

量を１週間につき最大で１．１×１０１７個、３月間につき１．１×１０１８個、年間につき１．

８×１０１８個とする。 

以上を踏まえ、プラズマ発生装置全体の中性子線発生量を、一週間につき３．１×１０１８

個、３月間につき２．１×１０１９個、年間につき３．２×１０１９個と設定する。なお、これ

らの中性子線発生量は、プラズマ発生装置の性能及び使用の方法として掲げるものと同値で

あるが、発生する中性子線量の予測自体が核融合研究の課題とされているものでもあること

から、同装置の定格値ではなく、発生することが想定される中性子線量に安全率を考慮し最

大値としたものである。また、プラズマ発生装置から放出される中性子線のエネルギーは、

２．５ＭｅＶ及び１４ＭｅＶであり、１４ＭｅＶの中性子線の生成率はこれまでに得られた

実験値から、最大でも全体の１．４％と考えられるが、評価上の裕度を得るため、２．５Ｍ

ｅＶ中性子線と１４ＭｅＶ中性子線の生成比を９７：３、ＮＢＩ加熱装置から発生する中性

子線のエネルギーは、すべて２．５ＭｅＶとする。 

評価の方法は、放射線源から評価点までの区間のうち、まず、放射線源から本体室又は組

立室の内側までの区間を評価することとし、プラズマ発生装置、本体室及び組立室の構造を

モデル化した上で、三次元モンテカルロ中性子光子輸送計算コードＰＨＩＴＳ（以下「ＰＨ

ＩＴＳ」という。）を用いて両室内の中性子線束及びガンマ線束を求め、本体室又は組立室の

内壁面又は床面における線量を算出した。本体室又は組立室の内壁面又は床面から評価点ま

での区間については、一次元Ｓｎ輸送計算コード（ＡＮＩＳＮ）を用い、算出した線量（申

請書の記載は「入射点の実効線量」）を基に評価点における線量を算出した。その際、貫通部

における屈曲部や局所的な遮蔽構造については、それらの形状等を適切に考慮した。なお、
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本申請に係る評価においてＰＨＩＴＳを用いるに当たり、得られる結果の相対誤差が±５．

０％以下となるようにするとともに、汎用とされている三次元モンテカルロ中性子光子輸送

計算コードＭＣＮＰによる同一条件における計算結果及び本申請の条件を２．５ＭｅＶ中性

子の点線源と仮定した簡易計算結果と比較を行い、計算結果に大きな違いが認められないこ

とを確認した。 

放射化物保管設備に係る線量評価については、以下に示すとおり、既設の放射化物保管設

備ごとに、放射線源となる放射化物に含まれる核種のうち線量の評価への寄与が大きい６０Ｃ

ｏを代表核種とし、その数量を核融合核設計計算コードシステム（ＴＨＩＤＡ－２）により

求めた上で、簡易計算法により、人が常時立ち入る場所及び最寄りの事業所境界の評価点ま

での距離、遮蔽物による減衰を考慮し、評価時間を、人が常時立ち入る場所については４０

時間、事業所境界については２，１８４時間として実施した。 

放射化物保管設備 主な放射化物（保管する物品） 放射線源（評価核種：強度） 

ＪＴ－６０実験棟イオン源室 ＮＢＩ加熱装置イオン源：２８台 ６０Ｃｏ：１．６５ＭＢｑ 

ＪＴ－６０実験棟計測準備室 計測機器等：９台 

（９トン） 

６０Ｃｏ：３０ＭＢｑ 

ＪＴ－６０機器収納棟 撤去したＪＴ－６０（約３，８００トン） 

ＮＢＩタンク（２５０トン） 

密閉容器：１台（１５トン） 

６０Ｃｏ：１．３ＧＢｑ 

真空容器組立棟 撤去したＮＢＩタンク（４００トン） 

関連機器（１１トン） 

６０Ｃｏ：２４６．６ＭＢｑ 

ＪＴ－６０加熱電源棟ＮＢＩ

電源室（Ⅰ） 

撤去したＮＢＩ加熱装置（１８．２トン） ６０Ｃｏ：１０．９ＭＢｑ 

保管用地（１） 撤去した機器類（１７．８トンの鋼製コ

ンテナ：２５個） 

６０Ｃｏ：２６２ＭＢｑ 

 

線量評価の結果は、プラズマ発生装置の使用及び放射化物保管設備における放射化物の保

管に係る人が常時立ち入る場所について、いずれも１×１０－１ から１×１０－３ｍＳｖ/週の

オーダー（最も厳しい評価となった地点は、廊下（地階）の２．３５×１０－１ｍＳｖ/週）で

あり、１ｍＳｖ/週を下回る。なお、プラズマ発生装置の使用をする本体室及び組立室には使

用の停止後８時間以内は人の立入りを行わないが、プラズマ発生装置本体の放射化量が最大

となる運転パターンにより８週間運転し、停止した直後に人が立ち入るとした場合の同装置

本体部（クライオスタット）から３ｍの位置の線量率は１０μＳｖ/時であり、その状況に変

化がないものとして１週間当たり４０時間の立入りをしたとしても、１ｍＳｖ/週を下回る。 

また、事業所境界の線量について、算出した直接到達放射線の値にＰＨＩＴＳによるスカ

イシャインによる放射線の算出値を加えて評価した結果は、いずれも１から１×１０－１μＳ

ｖ/３月のオーダー（最も厳しい評価となった地点は、真空容器組立棟の最寄り事業所境界

（北：２５１ｍ地点）の２．６１μＳｖ/３月）であり、２５０μＳｖ/３月を下回る。 
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ⅱ）密封されていない放射性同位元素 

申請内容（２）の変更に伴い、変更後の密封されていない放射性同位元素の種類及び数量

に基づき、人が常時立ち入る場所及び事業所境界（工場又は事業所内に人が居住する区域は

なし。以下同じ。）の線量について評価を実施した。 

人が常時立ち入る場所に係る評価については、ＪＴ－６０実験棟工作室Ⅰ（プラズマ発生

装置の使用中は立入りできない）、ＪＴ－６０廃棄物保管棟分析室Ⅰ及び同分析室Ⅱの作業室

を対象に、遮蔽はないものと見なして作業者との距離を設定し、評価時間を４０時間とした。

なお、貯蔵室の第一壁保管室又は保管廃棄設備の廃棄物保管室が隣接する作業室については

それらの施設からの影響を考慮する。 

事業所境界の評価については、最近接の事業所境界までの距離及び遮蔽壁厚さを考慮し、

評価時間を２，１８４時間とした。なお、本申請に係る密封されていない放射性同位元素の

種類及び数量は、被放射化物の成分、核反応で生じる中性子線量及び反応断面積を基に計算

コードにより算出したものを用いた（参考資料-1-1、参考資料-1-2）。 

評価の結果、密封されていない放射性同位元素の使用施設に係る人が常時立ち入る場所の

線量は、いずれも１×１０－２ｍＳｖ/週のオーダーであり、１ｍＳｖ/週を下回る。また、事

業所境界の線量は、最大で１×１０－３μＳｖ/３月のオーダー（分析室Ⅰの最寄り事業所境界

（北：２２５ｍ地点））であり、２５０μＳｖ/３月を下回る。 

 

ⅲ）密封された放射性同位元素 

申請内容（３）の変更に伴い、取り扱う密封された放射性同位元素（２５２Ｃｆ：２４０ＭＢ

ｑ×１）の変更後の使用の場所及び方法に基づき、人が常時立ち入る場所及び事業所境界の

線量の評価を実施した。線量評価に当たっては、中性子線、一次ガンマ線及び二次ガンマ線

を考慮し、人が常時立ち入る場所に係る線量については、中性子線検出器の校正のため、使

用の場所内の８４カ所を５日間で巡回するものとし、その取扱いに１４時間/週、線源の移動

（運搬）に２時間/週として評価した結果は、０．６９５ｍＳｖ/週であり、１ｍＳｖ/週を下

回る。また、この一連の作業を３月間に６回実施するものとして、事業所境界について評価

した結果（最近接事業所境界までの距離（南：２０５ｍ）及びコンクリート壁（１．７ｍ）の

遮蔽を考慮）は、８．６０×１０―５μＳｖ/３月であり、２５０μＳｖ/３月を下回る。 

 

②貯蔵施設に係る評価 

申請内容（２）の変更に伴い、変更後の密封されていない放射性同位元素の貯蔵能力（最

大の貯蔵能力）に基づき、貯蔵施設（貯蔵室）である第一壁保管室に係る人が常時立ち入る

場所（ただし、プラズマ発生装置の使用中は同室に立入りできない）及び事業所境界の線量

について評価を実施した。なお、その際、第一壁保管室（貯蔵室）には、密封された放射性同

位元素も保管することから、当該密封された放射性同位元素による線量を合算する。人が常

時立ち入る場所に係る評価については、遮蔽はないものと見なして作業者との距離を設定し、

評価時間を１時間とした。事業所境界については、最近接の事業所境界までの距離及び遮蔽

壁厚さを考慮し、評価時間を２，１８４時間とした。 

評価の結果は、貯蔵施設に係る人が常時立ち入る場所の線量は、１×１０－２ｍＳｖ/週のオ

ーダーであり、１ｍＳｖ/週を下回る。また、事業所境界の線量は、最大で１×１０－３μＳｖ
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/３月のオーダーであり、２５０μＳｖ/３月を下回る。 

 

③廃棄施設に係る評価 

保管廃棄設備は、ＪＴ－６０実験棟組立室廃棄物一時保管場所、ＪＴ－６０実験棟工作室

Ⅰ廃棄物一時保管場所、ＪＴ－６０廃棄物保管棟廃棄物保管室及びＪＴ－６０廃棄物保管棟

廃棄物一時保管場所の４カ所に設置しているが、ＪＴ－６０廃棄物保管棟廃棄物保管室以外

の箇所については、作業時に発生する手袋等の可燃物を一時的に保管する場所として運用し

ていることから、廃棄物保管室を対象に選定した。同室には、放射線発生装置（プラズマ発

生装置）及び密封されていない放射性同位元素の使用に伴い発生する固体不燃物（第一壁等）、

固体可燃物、イオン交換樹脂、フィルタ類及び廃油等の放射性汚染物を保管廃棄しており、

今後のプラズマ発生装置の使用による増加分を考慮し、保管量を既許可における２５８ｋℓか

ら３６６ｋℓに変更して評価した。 

同室内の空間線量率の評価結果は、４．７×１０－２ｍＳｖ/時であり、１週間の立入時間を

２０時間とすると、９．３×１０－１ｍＳｖ/週であり、１ｍＳｖ/週を下回る。また、事業所

境界の評価結果は、最近接の事業所境界（北：２２１ｍ地点）において３．１５μＳｖ/３月

であり、２５０μＳｖ/３月を下回る。 

 

④総合評価 

以上の評価結果を基に、人が常時立ち入る場所で最大となる線量の評価及び事業所境界に

おける合算線量の評価を実施した。その結果は、人が常時立ち入る場所で最大となる線量は、

ＪＴ－６０実験棟本体室において密封された放射性同位元素を使用する場合の０．６９５ｍ

Ｓｖ/週であり、１ｍＳｖ/週を下回る。 

また、事業所内の全ての使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設からの影響も考慮した事業所境

界における合算線量は、プラズマ発生装置を使用する場合において最も厳しい結果を与える

ものは、ＪＴ－６０実験棟に最近接する地点（同棟より南２０５ｍ）での６．７６μＳｖ/３

月であるが、全ての条件において最も厳しい評価結果を与えるものは、プラズマ発生装置の

使用に伴って発生する放射性汚染物をＪＴ－６０廃棄物保管棟の最大容量まで保管廃棄した

場合において、同棟に最近接する北（同棟より北２２１ｍ）地点での１０．３μＳｖ/３月で

あり、いずれの場合の評価結果とも２５０μＳｖ/３月を下回る。 

 

原子力規制庁は、申請者が示した書面及び図面により、申請内容（１）の変更に伴う放射

線発生装置（プラズマ発生装置）の使用施設及び廃棄施設に係る遮蔽、申請内容（２）の変

更に伴う密封されていない放射性同位元素の使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設に係る遮蔽、

申請内容（３）の変更に伴う密封された放射性同位元素の使用施設及び貯蔵施設に係る遮蔽

並びにそれらの遮蔽による線量の評価について、以下のとおり確認した。 

 

＜使用施設に係る評価＞ 

申請内容（１）ⅰ及びⅱの変更に伴う変更後のプラズマ発生装置の諸元並びに申請内容（１）

ⅲの変更に伴う変更後の使用施設の構造に基づき、プラズマ発生装置の使用及び放射化物保

管設備における放射化物の保管に係る、使用施設の人が常時立ち入る場所及び事業所境界の
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評価点について線量の評価を実施していること、線量の評価に係る放射線源、評価点の位置、

放射線源から評価点までの距離及び遮蔽物の状況、評価時間等の各条件並びに評価方法が適

切に設定されていることから、その結果として算出された人が常時立ち入る場所及び事業所

境界の評価点における線量は妥当なものであり、線量限度を下回っていることを確認した。 

申請内容（２）の変更に伴う変更後の密封されていない放射性同位元素の種類及び数量に

基づき、使用施設に係る人が常時立ち入る場所及び事業所境界の評価点について線量の評価

を実施していること、線量の評価に係る放射線源の核種及び数量、評価点の位置、放射線源

から評価点までの距離及び遮蔽物の状況、評価時間等の各条件並びに評価方法が適切に設定

されていることから、その結果として算出された人が常時立ち入る場所及び事業所境界の評

価点における線量は妥当なものであり、線量限度を下回っていることを確認した。 

申請内容（３）の変更に伴う変更後の密封された放射性同位元素の使用の場所及び方法に

基づき、使用施設に係る人が常時立ち入る場所及び事業所境界の評価点について線量の評価

を実施していること、線量の評価に係る放射線源の数量、評価点の位置、放射線源から評価

点までの距離及び遮蔽物の状況、評価時間等の各条件並びに評価方法が適切に設定されてい

ることから、その結果として算出された人が常時立ち入る場所及び事業所境界の評価点にお

ける線量は妥当なものであり、線量限度を下回っていることを確認した。 

 

＜貯蔵施設に係る評価＞ 

申請内容（２）の変更に伴う変更後の密封されていない放射性同位元素の種類及び数量に

基づき、既許可の密封された放射性同位元素と合わせ、貯蔵施設（貯蔵室）に係る人が常時

立ち入る場所及び事業所境界の評価点について線量の評価を実施していること、線量の評価

に係る放射線源の核種及び数量、評価点の位置、放射線源から評価点までの距離及び遮蔽物

の状況、評価時間等の各条件並びに評価方法が適切に設定されていることから、その結果と

して算出された人が常時立ち入る場所及び事業所境界の評価点における線量は妥当なもので

あり、線量限度を下回っていることを確認した。 

 

＜廃棄施設に係る評価＞ 

申請内容（１）ⅰ及びⅱの変更に伴う変更後のプラズマ発生装置の使用並びに申請内容（２）

の変更に伴う変更後の密封されていない放射性同位元素の種類及び数量に基づき、廃棄施設

（保管廃棄設備）の人が常時立ち入る場所及び事業所境界の評価点について線量の評価を実

施していること、線量の評価に係る放射線源の数量、評価点の位置、放射線源から評価点ま

での距離及び遮蔽物の状況、評価時間等の各条件並びに評価方法が適切に設定されているこ

とから、その結果として算出された人が常時立ち入る場所及び事業所境界の評価点における

線量は妥当なものであり、線量限度を下回っていることを確認した。 

 

＜まとめ＞ 

本申請による変更後の状況に基づき、使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設に係る人が常時立

ち入る場所の最大線量の評価の結果は、ＪＴ－６０実験棟本体室において密封された放射性

同位元素を使用する場合における０．６９５ｍＳｖ/週であり、線量限度を下回っていること

を確認した。 
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また、事業所境界の線量について、全ての放射線施設からの影響を合算した評価結果は、

プラズマ発生装置の使用に伴って発生する放射性汚染物をＪＴ－６０廃棄物保管棟の最大容

量まで保管廃棄した場合において、同棟に最近接する北側事業所境界（同棟より北２２１ｍ）

の地点における線量が１０．３μＳｖ/３月であり、線量限度を下回っていることを確認した。 

以上を踏まえ、本申請による変更後の使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設には、原子力規制

委員会が定める線量限度以下とするために必要な遮蔽壁その他の遮蔽物が適切に設けられて

おり、それらの遮蔽壁その他の遮蔽物に係る線量の計算、評価の条件は適切なものであり、

算出された線量が告第１０条第２号に規定する線量限度を超えないことから、則第１４条の

７第１項第３号、則第１４条の９第３号及び則第１４条の１１第３号の基準に適合している

ことを確認した。 

 

（５）その他放射線障害のおそれのないこと（法第６条第４号）の確認結果 

法第６条第４号は、申請の内容が、その他放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放

射性汚染物による放射線障害のおそれのないものであることとしている。本申請について、

以下の確認結果に示すとおり、本号の基準に適合していることを確認した。 

 

①管理区域の設定について 

則第１条第１号及び告第４条第１号は、放射線施設における管理区域の設定基準を定めて

おり、管理区域境界における外部放射線に係る実効線量は３月間につき１．３ｍＳｖとして

いる。 

申請者は、本申請に係る管理区域については、ＪＴ－６０実験棟本体室及び組立室外壁を

管理区域の境界としており、上記（４）と同様の方法により評価を行い、各放射線源から最

寄りとなる管理区域の境界における線量を、最大となるおそれのある２６箇所の評価点につ

いて算出している。その結果、その最大の線量を与える点は本体室３階のRV室Ⅱ屋上であり、

３月間につき１．１６ｍＳｖであり、１．３ｍＳｖを下回るとしている。 

原子力規制庁は、申請者が示した書面及び図面により、管理区域境界に係る線量の計算、

評価の条件は適切なものであり、計算、評価した線量が告第４条第１号に規定する線量を超

えないことから、当該管理区域は則１条第１号及び告第４条第１号の規定を踏まえ、放射線

障害防止の観点から適切に設定されていることを確認した。 

 

②作業室における線量並びに空気中及び水中の濃度について 

告第２５条第１項は、外部放射線に被ばくするおそれがあり、かつ、空気中の放射性同位

元素を吸入するおそれがあるときは、それぞれの線量限度又は濃度限度に対する割合の和が

１となるようなその線量又は濃度をもって、その線量限度又は濃度限度とするとしている。 

申請者は、申請内容（２）に係る変更による作業室における外部放射線による線量の線量

限度に対する比、空気中の放射性同位元素の濃度の濃度限度に対する比及びそれらの合計は

次のとおりであるとしている。 

工作室Ⅰについては、外部放射線による線量の線量限度に対する比、空気中の放射性同位

元素の濃度の濃度限度に対する比、それらの合計はそれぞれ８．９０×１０－２、３．８０×

１０－４、８．９４×１０－２、同様に、分析室Ⅰについては２．９８×１０－２、１．８７×１
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０－４、３．００×１０－２、分析室Ⅱについては３．６８×１０－２、６．２４×１０－４、３．

７４×１０－２であり、いずれの作業室においても１を下回る。 

原子力規制庁は、申請者の示した書面により、外部放射線に被ばくするおそれがあり、か

つ、空気中の放射性同位元素を吸入するおそれがある場所における線量又は濃度について、

それぞれの線量限度又は濃度限度に対する割合の和が１を超えないとしていることから、告

第２５条第１項の規定による線量限度又は濃度限度を下回っていることを確認した。 

 

③事業所境界における線量並びに空気中及び水中の濃度の複合について 

告第２５条第２項は、同時に外部放射線に被ばくするおそれがあり、かつ、空気中の放射

性同位元素を吸入摂取若しくは水中の放射性同位元素を経口摂取するおそれがあるときは、

それぞれの線量限度又は濃度限度に対する割合の和が１となるようなその線量又は空気中若

しくは水中の濃度をもって、その線量限度又は濃度限度とするとしている。 

申請者は、本申請に係る変更による事業所境界における線量、空気中の濃度、水中の濃度

の線量限度又は濃度限度に対する割合は、それぞれ０．０４１２、０．４６３及び３．９１

×１０－３であり、それらの割合の和は１を下回るとしている。 

原子力規制庁は、申請者の示した書面により、同時に外部放射線に被ばくするおそれがあ

り、かつ、空気中の放射性同位元素を吸入摂取若しくは水中の放射性同位元素を経口摂取す

るおそれのある場合における線量又は空気中若しくは水中の濃度について、それぞれの線量

限度又は濃度限度に対する割合の和が１を超えないことから、告第２５条第２項の規定によ

る線量限度又は濃度限度を下回っていることを確認した。 

 

④その他放射線障害のおそれのないことについて 

本申請において、その他放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物による

放射線障害のおそれが懸念される事項は認められなかった。 

 

５ 審査結果 

本申請は、法第１０条第３項において準用する法第６条各号に規定する使用の許可の基準

に適合するものと認められる。 

 

以上 

 


